
○村山市スポーツ施設条例 

(昭和 55 年 3 月 19 日条例第 6 号) 

改正 昭和 55 年 10 月 1 日条例第 16 号 昭和 58 年 3 月 23 日条例第 3 号 

昭和 59 年 9 月 21 日条例第 13 号 昭和 62 年 9 月 17 日条例第 17 号 

昭和 63 年 6 月 22 日条例第 16 号 平成元年 3 月 24 日条例第 7 号 

平成 4 年 6 月 22 日条例第 16 号 平成 5 年 12 月 21 日条例第 26 号 

平成 6 年 12 月 22 日条例第 22 号 平成 7 年 3 月 28 日条例第 7 号 

平成 7 年 9 月 27 日条例第 21 号 平成 9 年 3 月 28 日条例第 6 号 

平成 9 年 9 月 25 日条例第 14 号 平成 15 年 3 月 19 日条例第 5 号 

平成 17 年 3 月 24 日条例第 13 号 平成 18 年 3 月 23 日条例第 15 号 

平成 21 年 12 月 21 日条例第 19 号 平成 22 年 3 月 29 日条例第 5 号 

平成 26 年 3 月 26 日条例第 5 号 平成 30 年 3 月 22 日条例第 9 号 

平成 31 年 3 月 22 日条例第 5 号 令和元年 6 月 17 日条例第 4 号 
 

(設置) 

第 1 条 スポーツの普及振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与するた

め、村山市にスポーツ施設を設置する。 

(名称及び位置) 

第 2 条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

(1) 碁点運動広場 村山市碁点 1034 番地 13 

(2) 碁点テニスコート 村山市碁点 1034 番地 12 

(3) 金谷テニスコート 村山市大字櫤山 1331 番地 

(4) 村山市民体育館 村山市碁点 1034 番地 

(5) 金谷グラウンド・ゴルフ場 村山市大字櫤山 1338 番地 

(6) 金谷クラブハウス 村山市大字櫤山 3082 番地 1 

(7) 村山市金谷運動広場 村山市大字櫤山 1340 番地 1 

(8) 楯岡スポーツレクリエーシヨン広場 村山市楯岡鶴ヶ町一丁目 1114 番地 1 

(9) 村山武道館 村山市中央一丁目 3 番 6 号 

(10) 村山居合振武館 村山市大字林崎 86 番地 1 

(使用の許可) 

第 3 条 スポーツ施設のうち、前条第 3 号から第 5 号まで及び第 9 号から第 12 号ま

での施設を使用しようとする者は、村山市教育委員会(以下「教育委員会」とい

う。)の許可を受けなければならない。 

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すること

ができる。 



(専用許可) 

第 4 条 教育委員会は、適当と認めたときはスポーツ施設の全部又は一部の専用を

許可することができる。 

2 前条第 2 項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 

第 5 条 教育委員会は、前条の規定によりスポーツ施設を専用させる場合において

必要があると認めるときは、一般の使用を禁止し、又は制限することができる。 

(使用の不許可等) 

第 6 条 教育委員会は、スポーツ施設の使用の目的及び方法が次の各号のいずれか

に該当すると認めるときは、使用又は専用を許可しない。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

(2) スポーツ施設の設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。 

2 前項に規定する場合のほか、教育委員会は、スポーツ施設の管理上支障があると

きは、許可しないことができる。 

(使用許可の取消し等) 

第 7 条 教育委員会は、スポーツ施設の使用者が次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、又は使用の許可

を取り消すことができる。 

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。 

(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。 

(3) 教育委員会の管理上の指示に従わないとき。 

2 前項の規定による処分によって使用者に損害を及ぼすことがあっても市はその責

を負わない。 

3 前 2 項の規定は、第 4 条の規定により許可を得てスポーツ施設を専用する者(以

下「専用者」という。)について、これを準用する。 

(使用料) 

第 8 条 スポーツ施設の使用料は、別表のとおりとする。 

2 使用料は、使用又は専用を許可したときに徴収する。 

(使用料の減免) 

第 9 条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することが

できる。 



(使用料の不還付等) 

第 10 条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当

するときは、その全部又は一部を還付する。 

(1) 使用者又は専用者の責によらない理由により使用又は専用することができな

くなったとき。 

(2) その他市長が特に還付することを適当と認めたとき。 

(損害賠償) 

第 11 条 使用者又は専用者が故意又は過失によりスポーツ施設の設備等を損傷し、

又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。 

(指定管理者) 

第 12 条 スポーツ施設の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を地方自治

法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項の規定により、法人その他の団体

であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができ

る。 

(指定管理者が行う管理の基準) 

第 13 条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、

適正にスポーツ施設の管理を行わなければならない。 

(指定管理者が行う業務の範囲) 

第 14 条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 第 3 条第 1 項の許可に関する業務 

(2) 第 8 条第 2 項の徴収に関する業務 

(3) スポーツ施設の維持管理に関する業務 

(4) 前 3 号に掲げるもののほかスポーツ施設の管理に関し、市長が必要と認める

業務 

(利用料金) 

第 15 条 第 12 条の規定により指定管理者がスポーツ施設の管理を行う場合にあっ

ては、使用者及び専用者はその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定

管理者に支払わなければならない。 

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定める。 

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。 



4 指定管理者は、特別の事情があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を免

除することができる。 

5 納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責によらない理由で利用で

きなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。 

(委任) 

第 16 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育

委員会が定める。 

附 則 

この条例は、昭和 55 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(昭和 55 年 10 月 1 日条例第 16 号) 
 

この条例は、昭和 55 年 10 月 1 日から施行する。 

附 則(昭和 58 年 3 月 23 日条例第 3 号) 
 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、碁点運動広場及び市民体育館に係る

改正規定は、規則で定める日から施行する。(昭和 58 年 4 月規則第 7 号で、同 58 年

4 月 27 日から施行) 

附 則(昭和 59 年 9 月 21 日条例第 13 号) 
 

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表の第 2 の表の改正規定は、

昭和 60 年 4 月 1 日から施行する。(昭和 59 年 10 月規則第 12 号で、同 59 年 10 月 1

5 日から施行) 

附 則(昭和 62 年 9 月 17 日条例第 17 号) 
 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和 63 年 6 月 22 日条例第 16 号) 
 

この条例は、昭和 63 年 7 月 1 日から施行する。 

附 則(平成元年 3 月 24 日条例第 7 号) 
 

この条例は、平成元年 4 月 1 日から施行する。 



附 則(平成 4 年 6 月 22 日条例第 16 号) 
 

この条例は、平成 4 年 7 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 5 年 12 月 21 日条例第 26 号) 
 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 6 年 12 月 22 日条例第 22 号) 
 

この条例は、平成 7 年 1 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 7 年 3 月 28 日条例第 7 号) 
 

この条例は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 7 年 9 月 27 日条例第 21 号) 
 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 7 年 10 月 1 日から施行する。 

(村山市運動広場条例の廃止) 

2 村山市運動広場条例(昭和 62 年村山市条例第 7 号)は、廃止する。 

(廃止に伴う経過措置) 

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の村山市運動広場条例第 4 条第

1 項の規定に基づき承認を受けている使用については、第 3 条第 1 項の規定により

許可した使用とみなす。 

附 則(平成 9 年 3 月 28 日条例第 6 号)抄 
 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 9 年 4 月 1 日(以下「施行日」という。)から施行する。 

附 則(平成 9 年 9 月 25 日条例第 14 号) 
 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 9 年 10 月 10 日から施行する。 

(経過措置) 



2 改正後の村山市体育施設条例の規定中碁点テニスコートに関する部分は、平成 10

年 4 月 1 日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例に

よる。 

附 則(平成 15 年 3 月 19 日条例第 5 号) 
 

この条例は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 17 年 3 月 24 日条例第 13 号) 
 

この条例は、平成 17 年 5 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 18 年 3 月 23 日条例第 15 号) 
 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

2 体育施設の管理を法人その他の団体であって、市長が指定するものに行わせるた

めに必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

附 則(平成 21 年 12 月 21 日条例第 19 号) 
 

この条例は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 22 年 3 月 29 日条例第 5 号) 
 

この条例は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 26 年 3 月 26 日条例第 5 号) 
 

この条例は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 30 年 3 月 22 日条例第 9 号) 
 

この条例は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 31 年 3 月 22 日条例第 5 号) 
 

この条例は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和元年 6 月 17 日条例第 4 号) 
 



この条例は、令和元年 10 月 1 日から施行する。ただし、第 6 条の規定は、公布の

日から施行する。 

別表(第 8 条関係) 

第 1 市民体育館使用料 

1 主競技場使用料 

(1) 専用使用(ステージを含む。) 

区分 

使用料(1 時間につ

き) 

午前 9 時から午後

9 時 30 分まで 

アマチュアスポーツに

使用する場合 

入場料を徴収

しない場合 

専用者が児童、生徒等で

ある場合 

850 円 

専用者が児童、生徒等以

外の者である場合 

1,700 円 

入場料を徴収

する場合 

専用者が児童、生徒等で

ある場合 

1,700 円 

専用者が児童、生徒等以

外の者である場合 

3,400 円 

アマチュアスポーツ以

外に使用する場合 

入場料を徴収

しない場合 

平日の場合 5,100 円 

土曜日等の場合 8,500 円 

入場料を徴収

する場合 

営利を目的と

しない場合 

平日の場

合 

11,900 円 

土曜日等

の場合 

17,050 円 

営利を目的と

する場合 

平日の場

合 

23,900 円 

午後 5 時以降 35,

850 円 

土曜日等

の場合 

34,150 円 

午後 5 時以降 51,

200 円 

2 附属設備使用料 

区分 単位 

使用料 

アマチュアスポーツに

使用する場合 

アマチュアスポーツ以外に

使用する場合 

放送設備 1 日につ

き 

740 円 1,490 円 

シャワー 1 人 1 回

につき 

100 円 210 円 



フロアシート 1 本 1 日

につき 

  210 円 

研修室、トレーニン

グルーム 

1 時間に

つき 

110 円 210 円 

幼児高齢者体育室 1 時間に

つき 

110 円 210 円 

3 電気及び冷暖房使用料 

区分 単位 
アマチュアスポー

ツに使用する場合 

アマチュアスポーツ

以外に使用する場合 

電気 主競技場の全灯使用 1 時間に

つき 

1,460 円 2,930 円 

主競技場の 2 分の 1 灯使

用 

1 時間に

つき 

730 円 1,460 円 

電気器具の持込み使用 1 灯 1 時

間につき 

160 円 320 円 

冷暖

房 

研修室、幼児高齢者体育

室、トレーニングルーム 

1 時間に

つき 

310 円 530 円 

アリーナ 
1 時間に

つき 

870 円 1,310 円 

オイルヒーター(移動式) 1 台 1 時

間 

200 円 420 円 

備考  

1 この表において「土曜日等の場合」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に

関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第 3 条に規定する日をいう。 

2 この表において「児童、生徒等」とは、幼稚園の幼児、小学校の児童、中学

校若しくは高等学校の生徒又はこれらに準ずる者をいう。 

3 この表において「入場料を徴収する場合」とは、専用者がいずれの名目です

るかを問わず、入場者からその入場の対価を徴収する場合をいい、「入場料を

徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。 

4 主競技場の半分を専用して使用する場合の使用料は、所定の使用料の 2 分の

1 に相当する額とする。 

5  市外に住所を有する者が使用する場合の使用料は、所定の使用料に 100 分

の 130 を乗じて得た額とする。 

6 使用料を算出する場合において使用する時間の単位に満たない場合は、その

単位まで引き上げるものとする。 

第 2 碁点テニスコート及び金谷テニスコート使用料 



区分 

専用使用 

(1 面あたり 1 時間につき) 
夜間照明使用料 

〔1 面あたり 1 時間につき〕 
市内 市外 

小・中学校児童生徒 250 円 330 円 620 円 

一般 510 円 670 円 

第 3 碁点運動広場、金谷グラウンド・ゴルフ場及び金谷クラブハウス使用料 

(1) 専用使用 

区分 
使用料(2 時間につき) 

市内 市外 

小・中学校児童生徒 310 円 420 円 

一般 630 円 830 円 

アマチュアスポーツ以外 1,910 円 2,480 円 

(2) 普通使用 

普通使用料 無料 

第 4 村山市金谷運動広場及び楯岡スポーツレクリエーション広場使用料 

広場使用料 夜間照明使用料(1 時間につき) 

無料 
アマチュアスポーツ アマチュアスポーツ以外 

2,080 円 4,180 円 

第 5 村山武道館使用料 

区分 

専用使用 

(1 時間につき) 
暖房料 

(1 時間につき) 
市内 市外 

柔道場 小・中学校児童生徒 100 円 130 円 1,530 円 

一般 200 円 260 円 

アマチュアスポーツ以外 620 円 810 円 

剣道場 小・中学校児童生徒 100 円 130 円 

一般 200 円 260 円 

アマチュアスポーツ以外 620 円 810 円 

弓道場 小・中学校児童生徒 100 円 130 円 

一般 200 円 260 円 

アマチュアスポーツ以外 620 円 810 円 

第 6 村山居合振武館使用料 

(1) 専用使用 

区分 
使用料(1 時間につき) 

市内 市外 

道場 小・中学校児童生徒 100 円 130 円 

一般 200 円 260 円 

アマチュアスポーツ以外 620 円 810 円 



研修室 小・中学校児童生徒 250 円 330 円 

一般 510 円 670 円 

アマチュアスポーツ以外 1,560 円 2,030 円 

(2) 宿泊使用 

区分 
使用料(1 泊につき) 

市内 市外 

宿泊 小・中学校児童生徒 1,030 円 1,350 円 

一般 2,080 円 2,710 円 

アマチュアスポーツ以外 6,280 円 8,160 円 

備考 この表において宿泊は、研修室、風呂及び台所の使用とする。 



○村山市スポーツ施設条例施行規則 

(昭和 55 年 4 月 25 日教育委員会規則第 3 号) 

改正 昭和 58 年 4 月 1 日教委規則第 3 号 昭和 59 年 11 月 8 日教委規則第 3 号 

昭和 62 年 9 月 21 日教委規則第 16 号 昭和 63 年 4 月 21 日教委規則第 3 号 

平成元年 1 月 9 日教委規則第 1 号 平成 4 年 7 月 22 日教委規則第 2 号 

平成 5 年 12 月 22 日教委規則第 5 号 平成 6 年 12 月 22 日教委規則第 5 号 

平成 7 年 3 月 28 日教委規則第 1 号 平成 7 年 9 月 27 日教委規則第 4 号 

平成 9 年 9 月 29 日教委規則第 5 号 平成 11 年 3 月 12 日教委規則第 3 号 

平成 15 年 3 月 20 日教委規則第 3 号 平成 15 年 4 月 23 日教委規則第 4 号 

平成 17 年 3 月 25 日教育委員会規則第 4 号 平成 19 年 3 月 26 日教委規則第 5 号 

平成 22 年 3 月 25 日教委規則第 2 号 平成 30 年 3 月 20 日教委規則第 2 号 

平成 31 年 2 月 25 日教委規則第 10 号  
 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、村山市スポーツ施設条例(昭和 55 年村山市条例第 6 号。以下

「条例」という。)第 13 条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

(職及び職務) 

第 2 条 体育館に館長を置く。 

2 館長は、上司の命を受けて体育館の事務を掌理する。 

(使用期間及び使用時間) 

第 3 条 スポーツ施設の使用期間及び使用時間は、別表のとおりとする。 

2 教育委員会は特別の理由により前項の規定により難いと認めたときは、使用期間

及び使用時間を変更することができる。 

(体育館の休館日等) 

第 4 条 体育館の休館日は、12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日とする。ただし、

教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更し又は臨時に休館日を定め

ることができる。 

(禁止行為) 

第 5 条 スポーツ施設内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 運動精神に反する行為 

(2) 他人に危害を及ぼし、又は公衆に迷惑となる行為 

(3) 指定場所以外に駐停車する行為 



(4) その他教育委員会の指示に反する行為 

(使用の拒否) 

第 6 条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対しては、スポーツ施設の使

用を拒否することができる。 

(1) 適当な指導者又は付添人のない満 6 歳未満の者 

(2) 感染性の疾患があると認められる者 

(3) 前条各号の行為のおそれのある者 

(使用券) 

第 7 条 条例第 3 条第 1 項の規定により体育館の使用許可を受けようとする者は、

あらかじめ村山市民体育館普通使用券(別記様式第 1 号)の交付を受けなければな

らない。 

(専用許可等) 

第 8 条 条例第 4 条第 1 項の規定により、体育館の専用許可を受けようとする者は

村山市民体育館専用許可申請書(別記様式第 2 号)を、体育館以外のスポーツ施設

の専用許可を受けようとする者は村山市スポーツ施設専用許可申請書(別記様式第

3 号)をあらかじめ教育委員会に提出し、専用許可書(別記様式第 4 号及び別記様式

第 5 号)の交付を受けなければならない。 

2 教育委員会は条例第 5 条の規定により一般の使用を禁止し、又は制限するときは、

適宜その旨の表示を行うものとする。 

(専用者の責務) 

第 9 条 スポーツ施設を専用する者(以下「専用者」という。)は、その専用に係る

スポーツ施設の設備等を管理し、一般入場観覧者の整理等の責を負わなければなら

ない。 

2 専用者は、スポーツ施設の専用を終了したとき、専用を停止されたとき、又は専

用許可を取り消されたときは、直ちにスポーツ施設を清掃し、必要な設備を施した

場合は、原状に復し、教育委員会の点検を受けなければならない。 

(使用料の減免) 

第 10 条 条例第 9 条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、村山市スポ

ーツ施設使用料減免申請書(別記様式第 6 号)を教育委員会に提出しなければなら

ない。 



(読替) 

第 11 条 条例第 12 条の規定により指定管理者がスポーツ施設の管理を行う場合に

おいては、第 3 条から第 6 条までの規定、第 8 条及び第 9 条中「教育委員会」と

あるのは「指定管理者」と、第 10 条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、

「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第 2 号中「教育委員会」とある

のは「指定管理者」と、様式第 3 号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、

「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第 4 号及び様式第 5 号中「教育委員会」

とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

(委任) 

第 12 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和 58 年 4 月 1 日教委規則第 3 号) 
 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、碁点運動広場及び市民体育館に係る

改正規定は、昭和 58 年 4 月 28 日から施行する。 

附 則(昭和 59 年 11 月 8 日教委規則第 3 号) 
 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和 62 年 9 月 21 日教委規則第 16 号) 
 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和 63 年 4 月 21 日教委規則第 3 号) 
 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成元年 1 月 9 日教委規則第 1 号) 
 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 4 年 7 月 22 日教委規則第 2 号) 
 

この規則は、公布の日から施行する。 



附 則(平成 5 年 12 月 22 日教委規則第 5 号) 
 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 6 年 12 月 22 日教委規則第 5 号) 
 

この規則は、平成 7 年 1 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 7 年 3 月 28 日教委規則第 1 号) 
 

この規則は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 7 年 9 月 27 日教委規則第 4 号) 
 

この規則は、平成 7 年 10 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 9 年 9 月 29 日教委規則第 5 号) 
 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 9 年 10 月 10 日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正後の村山市体育施設条例施行規則の規定中碁点テニスコートに関する部分は、

平成 10 年 4 月 1 日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従

前の例による。 

附 則(平成 11 年 3 月 12 日教委規則第 3 号) 
 

この規則は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 15 年 3 月 20 日教委規則第 3 号) 
 

この規則は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 15 年 4 月 23 日教委規則第 4 号) 
 

この規則は、平成 15 年 4 月 23 日から施行する。 

附 則(平成 17 年 3 月 25 日教育委員会規則第 4 号) 
 

この規則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 19 年 3 月 26 日教委規則第 5 号) 
 



この規則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 22 年 3 月 25 日教委規則第 2 号) 
 

この規則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 30 年 3 月 20 日教委規則第 2 号) 
 

この規則は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 31 年 2 月 25 日教委規則第 10 号) 
 

この規則は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

別表 

施設名 使用期間 使用時間 

村山市民体育館 1 月 4 日から

12 月 28 日ま

で 

午前 9 時から午後 9 時 30 分まで 

碁点運動広場 4 月から 11

月まで 

午前 5 時から午後 6 時まで 

碁点テニスコート 4 月から 11

月まで 

午前 5 時から午後 9 時 30 分まで 

金谷テニスコート 4 月から 11

月まで 

午前 5 時から午後 9 時 30 分まで 

金谷グラウンド・

ゴルフ場 

4 月から 11

月まで 

午前 5 時から午後 6 時まで 

金谷クラブハウス 4 月から 11

月まで 

午前 9 時から午後 9 時 30 分まで 

村山市金谷運動広

場 

4 月から 11

月まで 

午前 5 時から午後 9 時 30 分まで 

楯岡スポーツレク

リエーシヨン広場 

4 月から 11

月まで 

午前 5 時から午後 9 時 30 分まで 

村山武道館 1 月 5 日から

12 月 27 日ま

で 

午前 9 時から午後 9 時 30 分まで 

村山居合振武館 1 月 5 日から

12 月 27 日ま

で 

道場及び研修室利用は、午前 9 時から午後 9 時 30

分まで、宿泊の場合は、午前 9 時から翌日の午前

9 時まで 

備考 専用の場合も同様とする。 

別記様式第 1 号 



村山市民体育館普通使用券 

[別紙参照] 

様式第 2 号 

村山市民体育館専用許可申請書 

[別紙参照] 

様式第 3 号 

村山市体育施設専用許可申請書 

[別紙参照] 

様式第 4 号(市民体育館用) 

専用許可書 

[別紙参照] 

様式第 5 号(市民体育館以外の体育施設用) 

専用許可書 

[別紙参照] 

様式第 6 号 

村山市体育施設使用料減免申請書 

[別紙参照] 



○村山市個人情報保護条例 

(平成 17 年 3 月 24 日条例第 3 号) 

改正 平成 17 年 12 月 16 日条例第 33 号 平成 19 年 3 月 23 日条例第 3 号 

平成 21 年 3 月 26 日条例第 3 号 平成 27 年 9 月 18 日条例第 23 号 

平成 28 年 3 月 18 日条例第 7 号 平成 29 年 6 月 13 日条例第 9 号 

平成 30 年 3 月 22 日条例第 2 号 令和元年 12 月 13 日条例第 21 号 
 

目次 

第 1 章 総則(第 1 条－第 4 条) 

第 2 章 実施機関における個人情報の取扱い 

第 1 節 個人情報の取扱い(第 5 条－第 10 条) 

第 2 節 個人情報ファイル(第 11 条) 

第 3 章 開示、訂正及び利用停止等 

第 1 節 開示(第 12 条－第 18 条) 

第 2 節 訂正(第 19 条－第 21 条) 

第 3 節 利用停止(第 22 条－第 24 条) 

第 4 節 救済措置等(第 25 条・第 26 条) 

第 4 章 事業者等における個人情報の取扱い(第 27 条・第 28 条) 

第 5 章 雑則(第 29 条－第 33 条) 

第 6 章 罰則(第 34 条－第 38 条) 

附則 

 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大

していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるこ

とにより、個人の権利利益を保護するとともに、より公正で信頼される市政の運営

に資することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 



(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

ただし、法人その他の団体及び事業を営む個人に関する情報に含まれる当該法人

その他の団体の役員並びに当該事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。 

イ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電

磁的記録（電磁式方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式をいう。以下同じ。）で作られる記録をいう。以下

同じ。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用い

て表された一切の事項（ロに規定する個人識別符号を除く。）をいう。以下同

じ。）により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合するこ

とができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。） 

ロ 個人識別符号が含まれるもの 

(2) 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15

年法律第 58 号。以下「行政機関個人情報保護法」という。）第 2 条第 3 項に規

定する個人識別符号をいう。 

(3) 要配慮個人情報 行政機関個人情報保護法第 2 条第 4 項に規定する要配慮個

人情報をいう。 

(4) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員

会、固定資産評価審査委員会、消防長及び上下水道事業管理者 

(5) 実施機関の職員 実施機関及びその委員等並びに実施機関の附属機関の構成

員及び事務部局(教育委員会にあっては、学校その他の教育機関を含む。)の職員

(副市長を含む。) 

(6) 本人 個人情報によって識別され、又は識別され得る特定の個人をいう。 

(7) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事

業を営む個人をいう。 

(8) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であ

って、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有

しているものをいう。ただし、行政文書(村山市情報公開条例(昭和 58 年村山市

条例第 15 号)第 5 条第 1 項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録され

ているものに限る。 



(9) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)第 2 条第 8 項

に規定する特定個人情報をいう。 

(10) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個

人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施

機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。 

(11) 情報提供等記録 番号法第 23 条第 1 項及び第 2 項（これらの規定を番号法

第 26 条において準用する場合を含む。）に規定する記録に記録された特定個人

情報をいう。 

(12) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、

加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、

専ら文章を作成し、又は文書図面の内容を記録するための処理を除く。 

(13) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって次に掲げる

ものをいう。 

イ 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算処理し検

索することができるように体系的に構成したもの 

ロ イに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日

その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるよう

に体系的に構成したもの 

(実施機関の責務) 

第 3 条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要

な措置を講じなければならない。 

(市民の責務) 

第 4 条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の適切

な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を

侵害することのないよう努めなければならない。 

第 2 章 実施機関における個人情報の取扱い 

第 1 節 個人情報の取扱い 

(収集の制限) 



第 5 条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取扱う事務の目的を

明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により

収集しなければならない。 

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 本人の同意があるとき。 

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。 

(3) 当該個人情報が本人、出版又は報道等により公にされているとき。 

(4) 本人の生命、身体、健康、財産又は生活の安全に対する急迫の危険を避ける

ためやむを得ないと認められるとき。 

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から直接収集することが困難なと

き。 

(6) 争訟、選考、指導、相談、交渉等の事務を行う場合において、本人から収集

したのでは当該事務の目的の達成が損なわれ、又は当該事務の適正な執行に支障

が生ずると認められるとき。 

(7) 他の実施機関から収集する場合であって、当該個人情報を収集することに相

当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められ

るとき。 

(8) 国、他の地方公共団体その他の公共的団体から収集する場合であって、当該

個人情報を収集することが事務の性質上やむを得ず、かつ、本人の権利利益を不

当に害するおそれがないと認められるとき。 

(9) 前各号に掲げるもののほか、村山市情報公開条例第 16 条に規定する村山市

情報公開・個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴い

た上で、個人情報を取扱う事務の目的を達成するために公益上必要であると実施

機関が認めるとき。 

3 法令等の規定に基づく申請、届出その他これらに類する行為(以下この項におい

て「申請行為」という。)により、当該申請行為を行おうとする者又は当該申請行

為を行おうとする者以外のものに係る個人情報が収集されたときは、当該収集され

た個人情報は、前項の規定により収集されたものとみなす。 



4 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれ

かに該当するときは、この限りでない。 

(1) 本人の同意があるとき。 

(2) 法令等に定めのあるとき。 

(3) 実施機関が、審議会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を

達成するため公益上必要であると認めるとき。 

(利用及び提供の制限) 

第 6 条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報

を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 本人の同意があるとき、又は本人へ提供するとき。 

(2) 実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内

部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理

由のあるとき。 

(3) 国、他の地方公共団体又は他の実施機関に保有個人情報を提供する場合にお

いて、保有個人情報の提供を受けるものが、法令の定める事務又は業務の遂行に

必要な限度で提供に係る保有個人情報を利用し、かつ、当該保有個人情報を利用

することについて相当な理由のあるとき。 

(4) 当該保有個人情報が本人、出版又は報道等により公にされているとき。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保

有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益

になるとき、その他保有個人情報を利用し、又は提供することについて審議会の

意見を聴いた上で相当の理由があると実施機関が認めるとき。 

2 実施機関は、前項ただし書の規定により当該実施機関以外のものに対して保有個

人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに

対して、当該保有個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他の必要な制限

を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければな

らない。 

(保有特定個人情報の利用の制限) 



第 6 条の 2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用

してはならない。 

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために

必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難で

あるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除

く。以下この項において同じ。)を利用することができる。ただし、保有特定個人

情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の

権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

(特定個人情報の提供の制限) 

第 6 条の 3 実施機関は、番号法第 19 条各号のいずれかに該当する場合を除き、特

定個人情報を提供してはならない。 

(電子計算機の結合による提供の制限) 

第 7 条 実施機関は、保有個人情報の電子計算機処理に関して、法令等に定めがあ

る場合及び総合行政ネットワークを利用する場合等公益上の必要があり、かつ、個

人情報の保護のために必要な措置が講じられている場合を除き、電子計算機(入出

力装置を含む。)と実施機関以外のものの入出力装置とを電気通信回線で接続した

電子情報処理組織(実施機関が保有する保有個人情報を実施機関以外のものが随時

入手し得るものに限る。)を使用して、保有個人情報を実施機関以外のものに提供

してはならない。 

(適正管理) 

第 8 条 実施機関は、保有個人情報の適正な管理を行うため、次に掲げる事項につ

いて必要な措置を講じなければならない。 

(1) 事務の目的の達成に必要な範囲内において、保有個人情報を正確かつ最新の

ものに保つこと。 

(2) 保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事故を未然に防止すること。 

2 実施機関は、保有個人情報の保有の必要がなくなったときは、当該保有個人情報

を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的

若しくは文化的価値があるもの又は学術研究用の資料として特別に保有するものに

ついては、この限りでない。 

(委託又は協定に伴う措置等) 



第 9 条 実施機関は、個人情報を取扱う事務の全部又は一部を実施機関以外のもの

に委託する場合及び村山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

(平成 17 年条例第 33 号)第 7 条の規定により指定管理者と協定を締結する場合は、

当該委託に係る契約又は当該協定の締結において、個人情報の保護のために、委託

を受けた者又は指定管理者の指定を受けた者(以下「受託者等」という。)が講ずべ

き措置を明らかにしなければならない。 

2 前項の受託者等は、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適

正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

(従事者の義務) 

第 10 条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは実施機関の職員であ

った者又は前条の受託者等の事務に従事している者若しくは従事していた者は、そ

の業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならない。 

第 2 節 個人情報ファイル 

(個人情報ファイルの登録及び閲覧) 

第 11 条 実施機関は、保有個人情報のうち個人情報ファイルについて、次に掲げる

事項を記載した個人情報ファイル登録簿を作成し、一般の閲覧に供しなければなら

ない。 

(1) 個人情報ファイルの名称 

(2) 個人情報ファイルの利用目的 

(3) 個人情報ファイルを所管する組織の名称 

(4) 個人情報ファイルに記録される個人の範囲 

(5) 個人情報ファイルに記録される項目 

(6) 個人情報ファイルに記録される個人情報の収集方法 

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

2 実施機関は、個人情報ファイルを新たに保有しようとするときは、あらかじめ、

個人情報ファイル登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようと

するときも、同様とする。 

3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報ファイルを廃止したときは、速

やかに登録を抹消しなければならない。 



4 第 1 項及び第 2 項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しな

い。 

(1) 市の職員(地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 3 条に規定する一般職及

び特別職の職員をいう。以下同じ。)又は職員であった者に関する個人情報ファ

イルで、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる

事項を記録するもの(職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。) 

(2) 1 年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル 

(3) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用す

る記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、

住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの 

(4) 学術研究の用に供するため作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、

記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの 

第 3 章 開示、訂正及び利用停止等 

第 1 節 開示 

(開示請求権) 

第 12 条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、当該実施機

関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」とい

う。)をすることができる。 

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という。)は、本人

に代わって開示請求をすることができる。ただし、保有特定個人情報については、

法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「法定代理人等」という。)が本人に

代わって開示請求することができる。 

3 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出

しなければならない。 

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所 

(2) 開示請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 

4 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る保

有個人情報の本人又はその法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人



等)であることを証明するために必要な書類として実施機関で定めるものを提出し、

又は提示しなければならない。 

(保有個人情報の開示義務) 

第 13 条 実施機関は、前条の規定に基づく開示請求があった場合は、当該開示請求

に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいず

れかが含まれているときを除き、当該保有個人情報を開示しなければならない。 

(1) 開示請求をした者(以下「開示請求者」という。前条第 2 項の規定により法

定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人等)が本人に代わって開示請

求する場合にあっては、当該本人をいう。次号において同じ。)の生命、健康、

生活又は財産を害するおそれがある情報 

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情

報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等によ

り開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合す

ることにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる

ものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定

の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外

の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

イ 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知る

ことが予定されている情報 

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要である

と認める情報 

ハ 当該個人が地方公務員法第 2 条に規定する地方公務員である場合において、

当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該地

方公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下この号において「法人

等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に

関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競

争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健

康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

を除く。 



(4) 犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

があると実施機関が認めることについて相当の理由がある情報 

(5) 実施機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であっ

て開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損

なわれるおそれがあるもの 

(6) 実施機関が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、

次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、

若しくはその発見を困難にするおそれ 

ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関の財産上の利益又は当事者

としての地位を不当に害するおそれ 

ハ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそ

れ 

(部分開示) 

第 14 条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場

合において、不開示情報に該当する部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわ

れない程度に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除

いた部分につき開示しなければならない。 

(保有個人情報の存否に関する情報) 

第 15 条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否か

を答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有

個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 

(開示請求に対する決定等) 

第 16 条 実施機関は、請求者から第 12 条の規定に基づく開示請求があったときは、

当該開示請求があった日から起算して 14 日以内に開示又は開示をしない旨の決定

をし、当該請求者に対してその旨及び必要な事項を通知しなければならない。 

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があ

るときは、同項に規定する期間を 30 日以内に限り延長することができる。この場



合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由

を書面により通知しなければならない。 

3 開示請求に係る保有個人情報に開示請求者以外のもの(国及び地方公共団体を除

く。以下「第三者」という。)に関する情報が含まれている場合は、実施機関は、

第 1 項の決定をするに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。 

(開示の実施) 

第 17 条 実施機関は、前条第 1 項の規定により保有個人情報の開示を決定したとき

は、次の各号に掲げる保有個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により、

開示を実施するものとする。 

(1) 文書、図面又は写真に記録されている保有個人情報 閲覧又は写しの交付 

(2) 前号に掲げるもの以外の記録媒体に記録されている保有個人情報 実施機関

が定める方法 

2 実施機関は、前項に規定する閲覧による保有個人情報の開示の場合において、開

示請求に係る保有個人情報が記録されたものを直接開示することにより当該保有個

人情報が記録されたものの保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他正

当な理由があるときは、当該保有個人情報が記録されたものの写しによりこれを行

うことができる。 

3 第 12 条第 4 項の規定は、第 1 項の規定により保有個人情報の開示を受ける者に

ついて準用する。 

(開示請求及び開示の方法の特例) 

第 18 条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報については、第 12 条第 3 項及

び前条の規定にかかわらず、本人が直接開示請求をしようとするときに限り、口頭

により開示請求を行うことができる。 

2 実施機関は、前項の開示請求があったときは、前 2 条の規定にかかわらず、実施

機関が別に定める方法により、当該開示請求に係る保有個人情報を直ちに開示する

ものとする。 

第 2 節 訂正 

(訂正請求権) 

第 19 条 何人も、開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でない

と思料するときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含



む。以下同じ。)を請求(以下「訂正請求」という。)することができる。ただし、

当該保有個人情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続きが定められ

ているときは、この限りではない。 

2 前項の訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関

に提出しなければならない。 

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所 

(2) 訂正請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項 

(3) 訂正を求める内容及び理由 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

3 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該訂正を求める内容が事実

に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。 

4 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から 90 日以内にしなければならな

い。 

5 第 12 条第 2 項及び第 4 項の規定は、訂正請求について準用する。 

(保有個人情報の訂正義務) 

第 20 条 実施機関は、訂正請求があった場合は、当該訂正請求に係る保有個人情報

について実施機関に訂正する権限がないときその他当該保有個人情報を訂正しない

ことについて正当な理由があるときを除き、当該保有個人情報を訂正しなければな

らない。 

2 実施機関は、前項の規定により当該訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしたと

きは、その旨を前条第 2 項に規定する者(情報提供等記録にあっては、総務大臣及

び番号法第 19 条第 7 号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条 8 号に

規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係

る番号法第 23 条第 1 項及び第 2 項に規定する記録に記録された者であって、当該

実施機関以外のものに限る。))に対して通知しなければならない。 

(開示請求に関する規定の準用) 

第 21 条 第 16 条第 1 項及び第 2 項の規定は、訂正請求があった場合について準用

する。 

第 3 節 利用停止 

(利用停止請求権) 



第 22 条 何人も、開示を受けた自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれ

かに該当すると思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当

該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用停

止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令等の規定に

より特別の手続きが定められているときは、この限りではない。 

(1) 第 5 条の規定に違反して収集されたとき又は第 6 条第 1 項に違反して利用さ

れているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去 

(2) 第 6 条第 1 項に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停

止 

2 前項の利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をしようとする者は、次

に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。 

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所 

(2) 利用停止請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項 

(3) 利用停止請求を求める趣旨及び理由 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から 90 日以内にしなければな

らない。 

4 第 12 条第 2 項及び第 4 項の規定は、利用停止請求について準用する。 

(保有個人情報の利用停止義務) 

第 23 条 実施機関は、利用停止請求があった場合は、当該利用停止請求に係る保有

個人情報について実施機関に利用停止する権限がないときその他当該保有個人情報

を利用停止しないことについて正当な理由があるときを除き、当該保有個人情報を

利用停止しなければならない。 

2 実施機関は、前項の規定により当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止

をしたときは、その旨を前条第 2 項に規定する者に対して通知しなければならない。 

(開示請求に関する規定の準用) 

第 24 条 第 16 条第 1 項及び第 2 項の規定は、利用停止請求があった場合について

準用する。 

第 4 節 救済措置等 

(審査請求) 



第 25 条 実施機関は、開示決定等について、行政不服審査法(平成 26 年法律第 68

号)の規定に基づく審査請求があった場合は、次に掲げる場合を除き、村山市情報

公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問して、当該審査請求に

対する裁決をしなければならない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合 

(2) 審査請求の内容の全部を認容する旨の裁決をしようとする場合 

2 審査会は、前項の規定による諮問のあった日又は意見を求められた日から起算し

て 60 日以内に答申又は意見を報告するよう努めなければならない。 

3 実施機関は、第 1 項に規定する諮問に対する答申を受けたときは、速やかに当該

審査請求に対する裁決を行わなければならない。 

(是正の申出) 

第 26 条 何人も、自己情報の取扱いが第 5 条から第 8 条まで及び第 9 条第 1 項の規

定に違反していると認めるときは、実施機関に対して、その取扱いの是正の申出

(以下「是正の申出」という。)をすることができる。 

2 是正の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提

出しなければならない。 

(1) 是正の申出をしようとする者の氏名及び住所 

(2) 是正の申出をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項 

(3) 是正を求める内容及び理由 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

3 第 12 条第 2 項及び第 4 項の規定は、是正の申出について準用する。 

4 実施機関は、是正の申出があった場合は、遅滞なく必要な調査を行い、その結果

を当該是正の申出をした者に対して通知するものとする。 

5 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知の内容に不服があるときは、実施

機関に対し、再審査の申出をすることができる。 

6 第 2 項から第 4 項までの規定は、前項の再審査の申出について準用する。 

第 4 章 事業者等における個人情報の取扱い 

(事業者の責務) 

第 27 条 事業者は、その事業活動を行う際において、個人情報の保護の重要性を認

識し、個人情報の取扱いについては個人の権利利益を害することのないよう、その



適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなけれ

ばならない。 

(出資法人の責務) 

第 28 条 市が出資している法人のうち実施機関が定めるものは、この条例の規定に

基づき実施機関が講ずる措置に準じて、個人情報の保護のための必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。 

第 5 章 雑則 

(苦情の処理) 

第 29 条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切

かつ迅速な処理に努めなければならない。 

(費用の負担) 

第 30 条 この条例の規定による保有個人情報の開示、訂正又は利用停止に要する手

数料は、無料とする。 

2 この条例の規定による保有個人情報の写しの交付を受ける者は、規則で定めると

ころにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。 

(他の制度等との調整) 

第 31 条 この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。 

(1) 統計法(平成 19 年法律第 53 号)第 2 条第 6 項に規定する基幹統計調査及び同

条第 7 項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の

同法第 52 条第 1 項に規定する個人情報 

(2) 統計法第 24 条第 1 項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る

調査票情報に含まれる個人情報 

(3) 実施機関の管理に属する図書館、資料館その他これらに類する施設において、

一般の利用に供することを目的として管理する図書、資料、刊行物等に記録され

ている個人情報 

2 法令等(村山市情報公開条例を除く。)に自己を本人とする保有個人情報の開示、

訂正又は利用停止の定めがあるときは、この条例の規定は適用せず、当該法令等の

定めるところによる。ただし、保有特定個人情報の開示にあっては、この限りでな

い。 



3 法令等の定めるところにより実施機関から開示を受けた自己を本人とする保有個

人情報について当該法令等に訂正又は利用停止の手続の定めがない場合における第

19 条第 1 項又は第 22 条第 1 項の規定の適用については、当該保有個人情報は、開

示請求に基づき開示を受けた保有個人情報とみなす。 

(運用状況の公表) 

第 32 条 市長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行の運用状況を取りま

とめ、これを一般に公表しなければならない。 

(委任) 

第 33 条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機

関が別に定める。 

第 6 章 罰則 

(罰則) 

第 34 条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第 9 条の受託者等の事務に従

事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属

する事項が記録された第 2 条第 13 号イに係る個人情報ファイル(その全部又は一

部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2 年以下の懲役又は

100 万円以下の罰金に処する。 

第 35 条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若し

くは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1 年以下の懲

役又は 50 万円以下の罰金に処する。 

第 36 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関して前 2 条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第 37 条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供す

る目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面又は電磁的記録を収集し

たときは、1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。 

第 38 条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受

けた者は、5 万円以下の過料に処する。 

附 則 



(施行期日) 

1 この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

(村山市電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する条例の廃止) 

2 村山市電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する条例(平成 7 年村山市

条例第 24 号)は、廃止する。 

(個人情報ファイルの登録に関する経過措置) 

3 この条例の施行の際、現に実施機関が保有している個人情報ファイルについては、

第 11 条第 2 項中「個人情報ファイルを新たに保有しようとするときは、あらかじ

め」とあるのは「速やかに」とする。 

(個人情報の収集、利用及び提供に関する経過措置) 

4 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の収集、利用及び提供

については、この条例の相当規定により行ったものとみなす。 

(村山市情報公開条例の一部改正) 

5 村山市情報公開条例(昭和 58 年村山市条例第 15 号)の一部を次のように改正する。 

(次のよう略) 

(村山市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置) 

6 改正前の村山市情報公開条例第 14 条の規定により行われている村山市情報公開

審査会の審査については、改正後の村山市情報公開条例の相当規定により行われて

いるものとみなす。 

7 改正前の村山市情報公開条例第 15 条第 1 項の規定により委嘱されている村山市

情報公開審査会の委員については、改正後の村山市情報公開条例の相当規定により

置く審査会及び審議会の委員に委嘱されたものとみなす。 

(村山市特別職に属する者の給与等に関する条例の一部改正) 

8 村山市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和 32 年村山市条例第 23 号)の

一部を次のように改正する。 

(次のよう略) 

附 則(平成 17 年 12 月 16 日条例第 33 号) 
 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 



(村山市個人情報保護条例の一部改正) 

2 村山市個人情報保護条例(平成 17 年村山市条例第 3 号)の一部を次のように改正

する。 

(次のよう略) 

附 則(平成 19 年 3 月 23 日条例第 3 号) 
 

この条例は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 8 条の改正規定は、平

成 18 年 11 月 24 日から適用する。 

附 則(平成 21 年 3 月 26 日条例第 3 号) 
 

この条例は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 27 年 9 月 18 日条例第 23 号) 
 

この条例は、平成 27 年 10 月 5 日から施行する。ただし、第 2 条の規定は、番号

法附則第 1 条第 5 号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

附 則(平成 28 年 3 月 18 日条例第 7 号)抄 
 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 29 年 6 月 13 日条例第 9 号) 
 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 30 年 3 月 22 日条例第 2 号) 
 

この条例は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和元年 12 月 13 日条例第 21 号) 
 

この条例は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 












